
 

議

案

第

三

十

五

号 

 
 

 

港

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

四

年

三

月

十

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 

  
 

 

港

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

国

民

健

康

保

険

条

例

（

昭

和

三

十

四

年

港

区

条

例

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

十

二

条

第

一

項

各

号

中

「

二

十

歳

」

を

「

十

八

歳

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

四

条

の

三

中

「

第

十

九

条

の

二

」

の

下

に

「

及

び

第

十

九

条

の

四

」

を

加

え

、

同

条

第

一

号

ハ

中

「

第

八

十

一

条

の

二

第

四

項

」

を

「

第

八

十

一

条

の

二

第

五

項

」

に

改

め

、

同

号

ニ

中

「

第

八

十

一

条

の

二

第

九

項

第

二

号

」

を

「

第

八

十

一

条

の

二

第

十

項

第

二

号

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

ニ

中

「

第

七

十

二

条

の

三

第

一

項

の

下

に

「

及

び

第

七

十

二

条

の

三

の

二

第

一

項

」

を

加

え

る

。 

 

第

十

五

条

の

四

第

一

号

中

「

百

分

の

七

・

一

三

」

を

「

百

分

の

七

・

一

六

」

に

、

「

百

分

の

六

十

六

」

を

「

百

分

の

六

十

四

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

三

万

八

千

八

百

円

」

を

「

四

万

二

千

百

円

」

に

、

「

百

分

の

三

十

四

」

を

「

百

分

の

三

十

六

」

に

改

め

る

。 

 

」 



 

 

第

十

五

条

の

八

中

「

及

び

第

十

九

条

の

二

」

を

「

、

第

十

九

条

の

二

及

び

第

十

九

条

の

四

」

に

、

「

六

十

三

万

円

」

を

「

六

十

五

万

円

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

五

条

の

九

中

「

第

十

九

条

の

二

」

の

下

に

「

及

び

第

十

九

条

の

四

」

を

加

え

、

同

条

第

二

号

ロ

中

「

第

七

十

二

条

の

三

第

一

項

」

の

下

に

「

及

び

第

七

十

二

条

の

三

の

二

第

一

項

」

を

加

え

る

。 

 

第

十

五

条

の

十

二

第

一

号

中

「

百

分

の

二

・

四

一

」

を

「

百

分

の

二

・

二

八

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

五

条

の

十

六

中

「

及

び

第

十

九

条

の

二

」

を

「

、

第

十

九

条

の

二

及

び

第

十

九

条

の

四

」

に

、

「

十

九

万

円

」

を

「

二

十

万

円

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

六

条

の

四

第

一

号

中

「

百

分

の

二

・

一

三

」

を

「

百

分

の

二

・

〇

二

」

に

、

「

百

分

の

六

十

一

」

を

「

百

分

の

六

十

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

一

万

七

千

円

」

を

「

一

万

六

千

六

百

円

」

に

、

「

百

分

の

三

十

九

を

「

百

分

の

四

十

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

九

条

第

一

項

中

「

増

加

若

し

く

は

減

少

し

た

場

合

又

は

一

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

が

介

護

納

付

金

賦

課

被

保

険

者

と

な

つ

た

」

を

「

増

加

し

、

若

し

く

は

減

少

し

た

場

合

、

一

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

が

介

護

納

付

金

賦

課

被

保

険

者

と

な

つ

た

場

合

」

に

、

「

場

合

若

し

く

は

」

を

「

場

合

又

は

」

に

改

め

、

「

次

条

各

号

」

の

下

に

「

若

し

く

は

第

十

九

条

の

四

各

号

」

を

加

え

、

「

、

被

保

険

者

数

が

増

加

」

を

「

、

被

保

険

者

数

が

増

加

し

、

」

に

、

「

又

は

一

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

が

介

護

納

付

金

賦

課

被

保

険

者

と

な

つ

た

」

を

「

、

一

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

が

介

護

納

付

金

賦

課

被

保

険

者

と

な

つ

た

日

」

に

、

「

日

若

し

く

は

」

を

「

日

又

は

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

次

条

各

号

」

の

下

に

「

若

し

く

は

第

十

九

条

の

四

各

号

」

を

加

え

る

。 

 

」 



 

 

第

十

九

条

の

二

の

見

出

し

を

「

（

低

所

得

者

の

保

険

料

の

減

額

）

」

に

改

め

、

同

条

中

「

六

十

三

万

円

」

を

「

六

十

五

万

円

」

に

、

「

十

九

万

円

」

を

「

二

十

万

円

」

に

改

め

、

同

条

第

一

号

イ

中

「

二

万

七

千

百

六

十

円

を

「

二

万

九

千

四

百

七

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ハ

中

「

一

万

千

九

百

円

」

を

「

一

万

千

六

百

二

十

円

」

に

改

め

同

条

第

二

号

イ

中

「

一

万

九

千

四

百

円

」

を

「

二

万

千

五

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ハ

中

「

八

千

五

百

円

」

を

「

八

千

三

百

円

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

イ

中

「

七

千

七

百

六

十

円

」

を

「

八

千

四

百

二

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ハ

中

「

三

千

四

百

円

」

を

「

三

千

三

百

二

十

円

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

九

条

の

三

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

（

未

就

学

児

の

被

保

険

者

均

等

割

額

の

減

額

） 

第

十

九

条

の

四 

当

該

年

度

に

お

い

て

、

納

付

義

務

者

の

属

す

る

世

帯

内

に

六

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

以

前

で

あ

る

被

保

険

者

（

以

下

「

未

就

学

児

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

当

該

未

就

学

児

に

係

る

当

該

年

度

分

の

被

保

険

者

均

等

割

額

（

第

十

九

条

の

二

に

規

定

す

る

金

額

を

減

額

す

る

も

の

と

し

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

減

額

後

の

被

保

険

者

均

等

割

額

）

は

、

当

該

被

保

険

者

均

等

割

額

か

ら

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

額

を

減

額

し

て

得

た

額

と

す

る

。 

 

一 

基

礎

賦

課

額

に

係

る

被

保

険

者

均

等

割

額 
次

に

掲

げ

る

世

帯

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

未

就

学

児

一

人

に

つ

い

て

次

に

定

め

る

額 

 
 

イ 

第

十

九

条

の

二

第

一

号

イ

に

定

め

る

金

額

を

減

額

し

た

世

帯 

六

千

三

百

十

五

円 

 
 

ロ 

第

十

九

条

の

二

第

二

号

イ

に

定

め

る

金

額

を

減

額

し

た

世

帯 

一

万

五

百

二

十

五

円 

 

」 

 

、 



 

 
 

ハ 

第

十

九

条

の

二

第

三

号

イ

に

定

め

る

金

額

を

減

額

し

た

世

帯 

一

万

六

千

八

百

四

十

円 

 
 

ニ 

イ

か

ら

ハ

ま

で

に

掲

げ

る

世

帯

以

外

の

世

帯 

二

万

千

五

十

円 

 

二 
後

期

高

齢

者

支

援

金

等

賦

課

額

に

係

る

被

保

険

者

均

等

割

額 

次

に

掲

げ

る

世

帯

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

未

就

学

児

一

人

に

つ

い

て

次

に

定

め

る

額 

 
 

イ 

第

十

九

条

の

二

第

一

号

ロ

に

定

め

る

金

額

を

減

額

し

た

世

帯 

千

九

百

八

十

円 

 
 

ロ 

第

十

九

条

の

二

第

二

号

ロ

に

定

め

る

金

額

を

減

額

し

た

世

帯 

三

千

三

百

円 

 
 

ハ 

第

十

九

条

の

二

第

三

号

ロ

に

定

め

る

金

額

を

減

額

し

た

世

帯 

五

千

二

百

八

十

円 

 
 

ニ 

イ

か

ら

ハ

ま

で

に

掲

げ

る

世

帯

以

外

の

世

帯 

六

千

六

百

円 

 
 

 

付 

則 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

国

民

健

康

保

険

条

例

第

十

四

条

の

三

、

第

十

五

条

の

四

、

第

十

五

条

の

八

、

第

十

五

条

の

九

、

第

十

五

条

の

十

二

、

第

十

五

条

の

十

六

、

第

十

六

条

の

四

、

第

十

九

条

、

第

十

九

条

の

二

及

び

第

十

九

条

の

四

の

規

定

は

、

令

和

四

年

度

以

後

の

年

度

分

の

保

険

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

令

和

三

年

度

分

ま

で

の

保

険

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

 

国

民

健

康

保

険

の

保

険

料

率

等

を

改

定

す

る

ほ

か

、

国

民

健

康

保

険

法

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

（

令

和

四

年

政

令

第

四

十

四

号

）

の

施

行

に

よ

る

国

民

健

康

保

険

法

施

行

令

（

昭

和

三

十

三

年

政

令

第

三

百

六

十



 

二

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

う

保

険

料

の

賦

課

限

度

額

の

変

更

、

全

世

代

対

応

型

の

社

会

保

障

制

度

を

構

築

す

る

た

め

の

健

康

保

険

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

六

号

）

の

施

行

に

よ

る

国

民

健

康

保

険

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

百

九

十

二

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

う

未

就

学

児

に

係

る

均

等

割

額

の

減

額

措

置

の

導

入

及

び

民

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

三

十

年

法

律

第

五

十

九

号

）

の

施

行

に

よ

る

民

法

（

明

治

二

十

九

年

法

律

第

八

十

九

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

う

結

核

医

療

給

付

金

の

支

給

対

象

者

の

変

更

を

す

る

た

め

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 

、 


